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河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取つた とさ

れる今 日良治議員に対 し、広島市議会において事実関係を説明

することを求める決議案
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上記の決議案を別紙のとお り提出する。



決議案第 16号

河井克行及び案里両被告の裁判において現金を受け取つたとされる今田良

治議員に姑し、広島市議会において事実関係を説明することを求める決議

案

去る 8月 25日 、公職選挙法違反の罪に問われた河井克行及び案里両被告の初公判

が行われ、検察の冒頭陳述の中で、現金を受け取つた とされ る広島市議会議員 13人

の名前が明 らかになつた。

今回の件が、市民に与えた政治不信は極 めて深刻であ り、市民か ら真相究明 と説明

責任 を果たす よ う求める声は 日増 しに大きくなっている。

広島市議会は、令和 2年第 5回臨時会において、「議員 としての政治倫理の遵守に

向けての決意 を表明す る決議案」を全会一致で可決 し、「議員 は公人であ り、有権者

への説明責任がある。今 こそ、 自ら政治生命 を懸けての十分な説明を行 うべきだ と考

える」 とし、 さらイこ「広島市議会議員は、政治倫理 を遵守 し、公人 として市民への説

明責任があることを強 く認識 し行動す ることにより、市民か らの信頼回復に向けて全

力を尽 くす こと」を表明 した。

しか しなが ら、現金 を受け取つた とされ る議員の中には、裁判への影響を避 けるた

め等の理由か らいまだに説明を拒否す る議員 もいるな ど、十分な説明責任が果た され

ているとは言い難い状況でれる。加 えて、市民が公判での発言の内容をつぶ さに知 り

得 ることは容易ではない。

よって、裁判への影響 を避 けるとのことであれば、公判での証言の後になる場合 も

あるかもしれないが、いずれに しても、河井克行及び案里両被告の裁判において現金

を受け取った とされ る今 田良治議員においては、全会一致で可決 した令和 2年第 5回

臨時会の決議 を有名無実なもの としないよう、公人 として、議会の場で、市民に紺す

る事実関係 の説明を行 うよ う求める。

以上、決議す る。
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